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平成２０年１２月１２日 

 
各  位 
 

会   社   名 エ イ ケ ン 工 業 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表取締役社長 河野 三征 
（ＪＡＳＤＡＱ    コード ： ７２６５） 

                                         問 い 合 わ せ 先 取締役経営企画管理室長  
                                                                             池田  文明  

（ＴＥＬ      ０５３７－８６－３１０５） 
 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 
 当社は、平成２０年１２月１２日開催の取締役会において「定款の一部変更の件」を平成２１年

１月２９日開催予定第４０期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 
 

記 
 
１．定款変更の目的 

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する

法律」（平成１６年法律第８８号、以下「決済合理化法」）の施行日である平成２１年１月５日に実

施される株券電子化に伴い現行定款の一部を次の理由により、以下のとおり変更するものでありま

す。 
（１）株券の電子化に伴い、株券の発行、株券喪失登録簿、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削

除等を行うものであります。 
   ①「株券を発行する旨」の規定を削除するものであります。（現行第８条） 
   ②「株券喪失登録簿」に関する規定を削除（現行第９条第３項）するとともに、「株券喪失登録

簿」は施行日の翌日から１年経過後に備置義務がなくなることから、附則に移設し、経過期間

後に削除するものであります。 
   ③「実質株主」「実質株主名簿」に関する規定を削除するものであります。（現行第９条、第１１

条） 
（２）株券電子化後の株式取扱規程には少数株主権等の権利行使手続きを新たに定めることから、定款

の授権規定にも「株主の権利行使に際しての手続等」という文言を明確化の観点で規定するもので

あります。（変更案第９条） 
（３）周知性の向上及び手続の合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、合わせてやむ

を得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を規定するもの

であります。（変更案第４条） 
（４）上記のほか、必要な規定の加除、一部表現の変更、条数の繰り上げ整備等所要の変更を行なうも

のであります。 
 
 なお、現行定款第８条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則第６条第１項に基づき、

平成２１年１月５日の同法律施行日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款変更の決議を

したものとみなしております。 
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２．定款変更の内容 
   定款変更の内容は別紙のとおりであります。 
３．日程 
   定款変更のための定時株主総会開催日   平成２１年１月２９日（木） 
   定款変更の効力発生日          平成２１年１月２９日（木） 
 

以  上 
 



 
－3－

【別紙】 
 

（下線は変更部分を示します｡） 
 

現 行 定 款 変  更  案 
   

第１章 総則 第１章 総則 

   
第 1 条～第３条 第 1 条～第３条 
 （条文省略）  （現行どおり） 
（公告方法） （公告方法） 
第 ４条 当会社の公告方法は、日本経済新聞

に掲載して行う。 
第 ４条  当会社の公告方法は、電子公告とす

る。ただし、事故その他のやむを得な

い事由によって電子公告によることが

できない場合は、日本経済新聞に掲載

して行う。 
   

第２章 株式 第２章 株式 

   
（発行可能株式総数） （発行可能株式総数） 
第 ５条 当会社の発行可能株式総数は、２，

６４０株とする。 
第 ５条 （現行どおり） 

（自己の株式の取得） （自己株式の取得） 
第 ６条 当会社は、会社法第１６５条第２項

の規定により、取締役会の決議によっ

て市場取引等により自己の株式を取得

することができる。 

第 ６条 当会社は、会社法第１６５条第２項

の規定により、取締役会の決議によっ

て市場取引等により自己株式を取得す

ることができる。 
（単元株式数） （単元株式数） 
第 ７条 当会社の単元株式数は、１，０００

株とする。 
第 ７条 （現行どおり） 

（株券の発行）   
第 ８条 当会社は、株式に係る株券を発行す

る。 
 （削除） 

２ 前項の規定にかかわらず、当会社は

単元未満株式に係る株券を発行しな

い。ただし、株式取扱規程に定めると

ころについてはこの限りではない。 

 （削除） 

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 
第 ９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第 ８条 （現行どおり） 

２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場

所は、取締役会の決議によって選定す

る。 

２ （現行どおり） 

３ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を

含む。以下同じ｡)、株券喪失登録簿及び

新株予約権原簿の作成並びに備置き、

その他の株主名簿、株券喪失登録簿及

び新株予約権原簿に関する事務は、こ

れを株主名簿管理人に委託し、当会社

においては取り扱わない。 

 （削除） 



 
－4－

現 行 定 款 変  更  案 
（株式取扱規程） （株式取扱規程） 
第１０条 当会社が発行する株券の種類並びに

株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予

約権原簿への記載又は記録、単元未満

株式の買取り、その他株式又は新株予

約権に関する取扱い及び手数料ついて

は、法令又は定款に定めるもののほか、

取締役会において定める株式取扱規程

による。 

第 ９条 株主名簿及び新株予約権原簿への記

載又は記録、単元未満株式の買取り、

その他株式又は新株予約権に関する取

扱い及び手数料、株主の権利行使に際

しての手続等については、法令又は定

款に定めるもののほか、取締役会にお

いて定める株式取扱規程による。 

（基準日）  
第１１条 当会社は、毎年１０月３１日の最終

の株主名簿に記載又は記載された議決

権を有する株主（実質株主を含む。以

下同じ。）をもって、その事業年度に関

する定時株主総会において権利を行使

することができる株主とする。 

第１０条 当会社は、毎年１０月３１日の最終

の株主名簿に記載又は記載された議決

権を有する株主をもって、その事業年

度に関する定時株主総会において権利

を行使することができる株主とする。

２ 前項並びに本定款に別段の定めある

もののほか、必要がある場合は、取締

役会の決議によって、あらかじめ公告

して、臨時に基準日を定めることがで

きる。 

２ （現行どおり） 

第１２条～第４０条 第１１条～第３９条 
 （条文省略）  （現行どおり） 
    
（新設） 附則 

    
 （新設） 第 １条  当会社の株券喪失登録簿は、株主名

簿管理人の事務取扱場所に備え置き、

株券喪失登録簿への記載又は記録に関

する事務は株主名簿管理人に取扱わ

せ、当会社においては取扱わない。 
   
 （新設） 第 ２条 当会社の株券喪失登録簿への記載又

は記録は、法令又は定款に定めるもの

のほか、取締役会において定める株式

取扱規程による。 
    
 （新設） 第 ３条 本附則第１条乃至本条は、平成２２

年１月６日をもってこれを削除する。

 


